
第 4 章 成績評価と単位の認定 

 

成績は、学生が履修（学修）した授業科目について、理解の程度を具体的に知るために試験を行

った結果の評価であり、その学生の理解の程度（到達度）を表わすものである。 

科目担当者が評価したものは、公的な記録として書類（成績原簿）に記載される。若しくはデー

タとして記録される。 

 

1．成績評価と単位認定 

単位の授与について、短期大学設置基準第 13 条では、「1 の授業科目を履修した学生に対し、試

験その他の短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位 を与えるものとす

る。」と定めている。 

短期大学は、必要な授業科目を履修した者に対して試験※ を行って成績を評価する。 

各授業科目の単位の認定は、科目担当者の評価が合格点に達していることによって原則的に認定

される。また、成績評価の方法・基準は、シラバスやルーブリック等により、学生に対し明示する

必要がある。 

各授業科目の単位が認定され累積されて卒業要件単位を充足した学生は、教授会の意見を聴いて

学長が卒業を認定する。 

※ 試験の方法と種類については「第 3章 7.試験の方法と種類」参照。 

 

2．成績評価の表示方法 

学生の成績評価は点数や記号等で表示されているが、法的には規制はなく、各短期大学によって

異なっている。現在、以下に述べる 4つの表示方法がとられていると思われる。 

（1）点数で表示する方法 

この方法には、次の 2 つの場合が考えられる。 

① 科目担当者から事務担当者に点数で報告される。原簿にも点数で記入（コンピュータに入

力）し、成績証明書、成績通知書にも点数で表示する方法。 

② 点数から記号にかえて表示する方法であるが、科目担当者から事務担当者には点数で報告さ

れ、原簿への転記（コンピュータ入力）の際、又は成績証明書及び成績通知書発行のとき記号

に変える（秀、優、良、可、不可又は Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、若しくはＰ、Ｆ等）。 

 

（2）記号で表示する方法 

科目担当者から事務担当者に記号で報告され処理される方法。記号は、優、良、可又は Ａ、Ｂ、

Ｃ等である。 

この方法は、点数による表示方法と比較して事務処理が能率的であると思われる。 

 

（3）合否で表示する方法 

単位が修得できたか否かを「合・否」で表示する方法で、一般に言われるような成績評価の表示

とは異なる。短期大学では単位制をとっていることから最も簡明であるが、学修の成果をはっきり

表わしているとは言えない。 
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（4）グレード・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）で表示する方法 

アメリカで一般的に普及している成績評価制度で、大学審議会の答申（1998 年）でも、厳格な成

績評価の具体策としてあげている。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ等にランク付けされた評価に、そのランクに配

された点数をもとに総合的な平均成績（ＧＰＡ）を計算する方法。なお、不可となった科目も平均

点に算入するのが一般的である。 

ＧＰＡ制度は、各短期大学によって違いはあるものの、ＧＰＡによって次学期に履修できる単位

の上限が変動したり、あるいは次の学年への進級の可否に使われたり、あるいは卒業制限、退学勧

告の基準となることもある。 

具体的な運用には、アドバイザー制を導入するなど、きめ細かな履修指導や学習支援を行う必要

がある。教員間で、成績評価結果の分布などに関する情報を共有し、これに基づくファカルティ・

ディベロップメント（ＦＤ）を実施し、その後の改善に生かすなどの組織的な対応も求められる。 

本協会の「私立短期大学教務関係調査」によるとＧＰＡを導入している短期大学での活用例として

は、奨学金の採用、学習の指導、表彰制度に活用されている例が多い。 

 

3．成績の通知 

学修成果の確認の観点から、学生への成績通知方法については、①成績通知書を学生へ直接配付

する ②郵送する また最近では③学生がＷｅｂで確認する などの方法がとられている。また本

人と保証人等両者に通知する場合も多くなっている。日常の学修状況について学生本人が確認する

ことはもとより、保証人等の協力を得ながら短期大学での学修を成果のあるものに繋げるよう、履

修指導の充実が必要となっている。 

 

4．成績の記録と保存 

それぞれの科目担当者から報告された評価は記録し保存されなければならない。成績原簿に記録

するなど、事後の作業は各短期大学の組織、規模、所管部署等により、また、電算化の程度によっ

て異なるが、各短期大学で十分工夫されなければならない。 

保存については、各短期大学の文書保存規程等によって保存・管理すべきである。 

保存の方法としては、各部署で関係書類を保存する方法、集中して防火設備等を有する場所に一

括保存する方法がある。しかし、これもまた各短期大学の施設・設備等によって異なるが、いずれ

にせよ保存に万全を期すことが必要である。そのためには複本（ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤＤ）などによ

り別途保存することも 1 つの方法である。また保存期間については、学校教育法施行規則に次のよ

うに定められている。 

 

〇学校教育法施行規則 

第 28条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 

（第一～三号略） 

四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 

（第五～七号略） 

2  前項の表簿（第 24 条第 2 項の抄本又は写しを除く。）は、別に定めるもののほか、5 年間、保存しなけれ

ばならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存

期間は、20年間とする。 

3  （略） 

-29-



5．単位互換制度に伴う単位認定 

他の短期大学又は大学との単位互換は、短期大学設置基準の改正（昭和 57年 3月 23日文部省令第

2 号）により実施されることとなり、さらに、同基準の改正（平成 3 年 6 月 3 日文部省令第 28 号、

平成 11 年 3 月 31 日文部省令第 19 号及び平成 13 年 3 月 30 日文部科学省令第 46 号、平成 30 年文部

科学省令第 1号、令和 3年文部科学省令第 9号）がなされた。その条文は次のとおりである。 

 

〇短期大学設置基準（平成 30年 1月 26日公布、令和 5年 7月 31日施行） 

第14条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の大学において

履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が2年の短期大学にあっては30単位、修業年限が3年の

短期大学にあっては46単位（第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大

学にあっては30単位）を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

 

2 前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が

国において履修する場合について準用する。 

 

また、「短期大学設置基準の一部を改正する省令の制定等について（通達）」（昭和 57 年 3 月 23

日文大技第 108 号）の「Ⅱ 改正の要旨及び留意点」には、次のとおり記されている。 

 

〇短期大学設置基準の一部を改正する省令の制定等について（通達） 

1．他の短期大学又は大学における授業科目の履修等 

（1）（略） 

（2）今回の改正による措置は、学生が他の短期大学等において授業科目を履修することが教育上有益であると

短期大学が判断した場合に実施できるものであり、そのような教育上の配慮なしに実施したり、あるいは学

科において通常必要とされる授業科目を開設することなく、他の短期大学等の授業科目をもって代替させる

ような取扱いを容認するものではないこと。 

（3）短期大学は実施に当たっては、あらかじめ当該他の短期大学等との間に、履修できる授業科目の範囲、対

象とする学生数、単位の認定の方法、その他実施上必要とされる具体的な措置について協議するものとする

こと。 

（4）学生の他の短期大学等での履修に係る単位の修得の認定を行うに当たっては、短期大学は、当該他の短

期大学等において認定された単位について、相互に協議しその定めるところにより認定するものとするこ

と。 

（5）学生が他の短期大学等において履修している場合における当該他の短期大学等での学生の身分の取扱い

等については、当該他の短期大学等において「特別聴講学生」としてその取扱いを定めることが適当であ

ること。 

（6）（略） 

2．外国の短期大学等へ留学する場合の取扱い 

（1）留学とは、教育上有益であるとする短期大学の判断により、その承認を受けて、学生が外国の短期大学等

で学修することをいうものであること。 

この場合、学生の取扱いは休学とするものではなく、その具体的な取扱いは、教授会の議を経て、学長が

定めること。 

-30-



 

 

（2）（略） 

（3）外国の短期大学等とは、外国における正規の高等教育機関で、我が国における短期大学又は大学に相当す

るものをいうものであること。 

（4）学生の留学に関する取扱いについては、原則として 1 の（2）及び（3）に準ずるものとすること。ただ

し、やむを得ない事情により、外国の短期大学等との事前の協議を行うことが困難な場合には、当該短期大

学等との事前の協議を欠くことも差し支えないこと。 

（5）（1）によらないで、学生が在学中に休学を認められ、外国の短期大学等で学修することは、従来どおり

差し支えないこと。ただし、この場合における外国の短期大学等における学修については、当該学生の在学

する短期大学は、単位の認定を行い、また、当該休学期間を在学期間に算入するものではないこと。 

（6）（略） 

 

〇大学間相互単位互換協定に基づき国立大学における授業科目を履修する公立又は私立の特別聴講学生に対す

る授業料の取扱いについて（通知） 

国立大学において授業科目を履修する公立又は私立の学生に対する学生納付金については、昭和 57 年 4 月 1

日付け文大生第 124 号文部事務次官通達「国立の学校における授業料その他の費用に関する省令の一部を改正

する省令の制定等について」により、入学料及び検定料は徴収せず、授業料は聴講生と同額を徴収することと

して取り扱われていたが、「大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施

要項」による場合は、授業料も徴収しないものとすることができることとなった。 

この取扱いは、大学間相互単位互換協定に基づき、他の大学の授業科目を履修する者に対し、授業料を相互

に不徴収とすることにより、大学間の交流と協力を促進し、大学教育の充実に資することを目的としたもの

で、次の事項に留意して行われることとなった。 

① 国立大学が公立又は私立の大学と締結する大学間相互単位互換協定によるものを対象とすること。 

② 授業料が相互に不徴収であるものを対象とすること。 

③ この実施要項による不徴収の取扱は、平成 9年度から実施するものであること。 

 

6．短期大学又は大学以外の教育施設等の学修成果の認定 

短期大学設置基準第 14 条における短期大学・大学の正規課程での学修によるいわゆる単位互換の

ほかに、新たにこれ以外の教育施設等における学修に対しても単位の認定が可能である。 

 

〇短期大学設置基準（平成 30年 1月 26日公布、令和 7年 7月 31日施行） 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第15条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校

の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみ

なし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。 

2 前項により与えることができる単位数は、修業年限が 2 年の短期大学にあっては前条第 1 項（同条第 2 項

において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）により当該短期大学において修得したものと

みなす単位数と合わせて 30 単位、修業年限が 3 年の短期大学にあっては前条第 1 項により当該短期大学に

おいて修得したものとみなす単位数と合わせて 46 単位（第 19 条の規定により卒業の要件として 62 単位以

上を修得することとする短期大学にあっては 30 単位）を超えないものとする。 

 

○短期大学設置基準第 15条第 1項の規定により、短期大学が単位を与えることのできる学修を定める件 

（平成 3年 6月 5日文部省告示第 69号 最終改正 平成 28年 3月 30日 文科告第 62号） 

短期大学設置基準（昭和 50 年文部省令第 21 号）第 15 条第 1 項の規定により、短期大学が単位を考えること

のできる学修を次のように定め、平成 3年 7月 1日から施行する。 
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一 大学の専攻科における学修 

二 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科の課程（学校教育法

（昭和 22 年法律第 26 号）第 58 条の 2（同法第 70 条第 1 項及び第 82 条において準用する場合を含む。）

に規定するものに限る。）における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水準を有すると認

めたもの 

三 高等専門学校の課程における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

四 専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で、短期大学において短期大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

五 次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で、短期大学において

短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

イ 防衛省設置法（昭和 29年法律第 164号）による防衛大学校 

ロ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校

及び職業能力開発総合大学校（旧職業訓練法（昭和 33年法律第 133号）による中央職業訓練所及び職業

訓練大学校、職業訓練法の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 56 号）による改正前の職業訓練法

（昭和 44 年法律第 64 号）による職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校並びに職業能力開発促進法及

び雇用促進事業団法の一部を改正する法律（平成 9年法律第 45号）による改正前の職業能力開発促進法

による職業能力開発大学校を含む。） 

ハ 独立行政法人水産大学校法（平成 11年法律第 191号）による独立行政法人水産大学校（旧水産庁設置

法（昭和 23年法律第 78号）による水産講習所並びに旧農林水産省設置法（昭和 24年法律第 153号）、

旧農林水産省組織令（昭和 27年政令第 389号）及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令

の整備等に関する政令（平成 12 年政令第 333 号）による改正前の農林水産省組織令（平成 12 年政令第

253号）による水産大学校を含む。） 

ニ 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成 20 年法律第 93 号）による国立

高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研

究並びに研修を行う施設（厚生労働省組織規則の一部を改正する省令（平成 22 年厚生労働省令第 58

号）による改正前の厚生労働省組織規則（平成 13 年厚生労働省令第 1 号）による国立看護大学校を含

む。） 

ホ 国土交通省組織令（平成 12 年政令第 255 号）による気象大学校（旧運輸省設置法（昭和 24 年法律第

157号）及び旧運輸省組織令（昭和 59年政令第 175号）による気象大学校を含む。）及び海上保安大学

校（旧運輸省組織令による海上保安大学校を含む。） 

六 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）別表第三備考第六号の規定により文部科学大臣の認定を受け

て短期大学、大学が行う講習又は公開講座における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水

準を有すると認めたもの 

七 社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第 9条の 5の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて短期大学、

大学その他の教育機関が行う社会教育主事の講習における学修で、短期大学において短期大学教育に相当

する水準を有すると認めたもの 

八 図書館法（昭和 25 年法律第 118号）第 6条の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて短期大学又は大学

が行う司書及び司書補の講習における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水準を有すると

認めたもの 

九 学校図書館法（昭和 28年法律第 185号）第 5条第 3項の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて短期大

学又は大学が行う司書教諭の講習における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水準を有す

ると認めたもの 

十 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則（平成12年文部省令第25号）

又は技能審査の認定に関する規則（昭和 42年文部省告示第 237号）による文部科学大臣の認定を受けた技

能審査の合格に係る学修で、短期大学において、短期大学教育に担当する水準を有すると認めたもの 
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十一 アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英

語の能力を判定するために実施するトフル及びトーイック又は次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関

する審査であってこれらと同等以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で、短期大学にお

いて、短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

イ 審査を行うものが国又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の団体であること。 

ロ 審査の内容が、学校教育法第 108条第 1項に規定する短期大学の目的に照らし適切なものであること。 

ハ 審査が全国的な規模において、毎年 1回以上行われるものであること。 

ニ 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。 

 

7．既修得単位の認定 

学生が入学する前に短期大学又は大学において修得した単位（既修得単位）の取扱いについて、

短期大学設置基準では次のとおり定めている。なお、平成 30 年 1 月 26 日公布（平成 31 年 4 月 1 日

施行）の短期大学設置基準改正で、短期大学の機能強化として、社会人のための職業教育機能・再

教育機能を強化するよう、実務の経験を有する者が短期大学に入学する場合に、当該実務経験を通

じた能力修得への単位認定を行える仕組みが整備された。 

 

〇短期大学設置基準（平成 30年 1月 26日公布、令和 5年 7月 31日施行） 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第16条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に大学において履修し

た授業科目について修得した単位（第17条第1項及び第2項の規定により修得した単位を含む。）を、当該短

期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は、第14条第2項の場合について準用する。 

3 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行った前条第1項に規定す

る学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えるこ

とができる。 

4 短期大学は、学生が当該短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該

職業に必要な能力（当該短期大学において修得させることとしているものに限る。）を修得している場合に

おいて、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該職業に必要な能力の修

得を、当該短期大学における授業科目（職業に必要な能力を育成することを目的とする課程において開設す

るものに限る。）の履修とみなし、修業年限が2年の短期大学にあっては15単位を、修業年限が3年の短期大

学にあっては23単位（第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあ

っては15単位）を超えない範囲で短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。 

5 前4項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当

該短期大学において修得した単位（第13条の3の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。）

以外のものについては、第14条第1項（同条第2項において準用する場合を含む。）及び前条第1項により当該

短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が2年の短期大学にあっては、30単位、

修業年限が3年の短期大学にあっては、46単位（第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得する

こととする短期大学にあっては、30単位）を超えないものとする。この場合において、第14条第2項において

準用する同条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が

2年の短期大学にあっては、45単位、修業年限が3年の短期大学にあっては、53単位（第19条の規定により卒

業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては45単位）を超えないものとする。 
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これを実際に施行するに当たっては、ガイダンスの際に、当該学生にこの制度を周知させるとと

もに、認定ができるということであって、認定しなければならないということではないので、教育

上有益であるかどうかについて十分配慮しなければならない。 

 

8．メディアを利用して行う授業の学修成果の認定 

短期大学における授業の方法は、講義、演習や実験、実習、実技など、いずれも直接の対面授業

で行うことが想定されていたが、情報通信技術の進展に伴い、多様なメディアを高度に利用して、

文字、音声、静止画、動画等の情報を一体的に扱い、面接授業に相当する教育効果を有する授業を

「メディアを利用して行う授業」として位置付けられた。 

授業はインターネットなどを活用して、教室以外の場所で同時かつ双方向に行われ、設問解答、

添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ持ち、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換

の機会が確保されているものについて単位の認定が可能となった。 

 

○短期大学設置基準 

（授業の方法） 

第 11 条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものと

する。 

2  短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3  短期大学は、第 1 項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

4  短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第 1 項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の

場所で行うことができる。 

（卒業の要件） 

第18条 卒業の要件は、修業年限が2年の短期大学においては62単位以上を、修業年限が3年の短期大学にお

いては93単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。 

2 前項又は第35条の7第1項若しくは第2項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第11条

第2項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が2年の短期大学にあっては30単位、修業年限が3年の

短期大学にあっては46単位（次条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学

にあっては30単位）を超えないものとする。 

3 第1項又は第35条の7第1項若しくは第2項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第13条

の3の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が2年の短期大学にあっては15単位、

修業年限が3年の短期大学にあっては23単位（次条の規定により卒業の要件として62単位以上修得することと

する短期大学にあっては15単位）を超えないものとする。 

 

○短期大学設置基準第 11条第 2項の規定に基づき、短期大学が履修させることができる授業等について定める件 

（平成 13年文部科学省告示第 52号 最終改正 平成 19年 7月 31日文科告 114） 

通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動

画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、短期大学において、短期大学

設置基準第十一条第一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。 

1  同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ず

る場所（短期大学設置基準第十七条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の
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職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において「教室等以外の場所」という。）において履修させるもの 

2  毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又

は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方

法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、か

つ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの 
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